
極真会館山口県支部 入門案内書 

 

１・入門諸経費（注文書にサイズを記入の上、注文） 

◎ 入会金    10,000円 

◎ 道着代    12,300円    合計 ２７，８００円  

◎ サポーター  5,500円   （拳サポーター 2,160円、脛サポーター 3,340円） 

◎ 月謝    《小学以下 5400円、中学 6480円、高校以上 7560円》家族割引有 

     ●稽古日が週一回の道場《小学生以下 3240円、中学以上 6480円》 

  ※（入門案内書持参の方は、当月分の月謝は要りません） 

 

２・誓約書 （支部保管用）写真一枚貼り付け 

 

３・自動振込み用紙【郵便口座】 

◎ 月謝は入門し、書類を提出した翌々月から（毎月１日）引き落とされます。 

   （入門翌月の月謝は、道場に現金で持参して下さい） 

◎ 申込用紙の記入方法は別紙参照の上、郵便局で手続きを行い控えのコピーを提出。 

 

４・IKO ポータル登録事項記入用紙 

◎ 極真会館総本部と個人の契約となります。年間で個人 10,800円・家族 16,200円 

※ クレジットカード、ヴァーチャル口座から選択可能。新規に作る必要はありません。 

◎ 退会される場合は、IKOポータルでの届け出、及び支部の届け出が必要になります。 

◎ 初回引落月が、年度更新月となります。 

◎ 書類提出時に登録を行います。その場で初回ログインを行います。尚、遠隔地の方はテストメ

ール送信の確認が出来ましたら、本登録を行います。 

◎ IKOポータル詳細につきましては、支部ホームページの支部入会案内の入門書類一式の６頁以

降をご参照の程お願いいたします。 

 

６・メディカルサポート保険（年掛捨て） 一般 ３，８００円 ・ 中学以下 ２，８００円 

  入門時～翌年３月３１日まで有効。２年目以降は毎年２月に翌年度の引き落としがかかります。 

道場生は加入が義務となります。退会時や長期休会時には IKOポータルでの届出が必要になります。 

  尚、初回は年会費の引落時に同時に引き落され、翌年からは４月に切替（２月前後に更新の通知が 

メールで届きます） 

 

６・顔写真１枚 （４×３cm）【裏面に、山口支部 氏名を記入する】２の誓約書に一枚貼り付け。 

  IKO ポータル内で写真の登録をお願いします 

   

                  

合宿は１月と７月に行われます 

山口県・島根県下から集まり、山口支部

のモットー『和合』を基に礼儀作法を身

につけ、他道場と交流を深め心身を磨き

ます。 

昇段審査は３月に、昇級

審査は 3,７,11 月に行わ

れます。 

白帯から始まり、橙・青・

黄・緑・茶・黒と変化し

ます。各帯に２階級あり

上位帯には銀線が入りま

す。 



入門書類提出物一覧チェック表 
入門される方は書類を個別に提出せず、まとめての提出をお願い致します。 

また、書類提出後に良くある訂正事項を挙げますので提出前にもう一度確認をお願い致します。 

提出時にこちらも一緒に提出をお願い致します。 

 

①  □ 入門誓約書（支部保管用） 

②  □ 道着・サポーター注文書 

③  □ IKO ポータル登録事項記入用紙  【こちらは年会費・メディカルサポートに使う口座になります】 

   ※登録事項記入用紙にも書いてありますが、携帯電話のメールアドレスを登録されている方で 

   ドメイン指定受信（拒否）の設定をされている方は、「＠memberregistration.net」を受信可能 

の設定をお願いします。※極真会館会員登録終了後に年会費が必要になります。 

又、極真会館総本部に年会費を納入する方法として、クレジット決済と口座引落としのどちらかと 

なりますが、口座引き落としの場合は初年度は振込となります。 

□ クレジット決済を希望    

□ 口座引き落としを希望     □ 預金口座届出書に記入 

④  □ 自動振込用紙【自動払込利用書】郵便窓口提出して頂き、【控】コピーを提出 

  ※分支部は必要なし※      【こちらは月謝引落に使う口座になります】 

  □ ※１ 月謝引落はゆうちょ銀行を使用しております。他銀行を記入しないでください。 

  □ ※２ 預金者名と通帳記号・通帳番号の書き間違え 

  □ ※３ 登録印の確認（１，２枚目に捺印） 

  □ 払込先口座番号 ⇒ ０１３６０－７－５０４７９ 

  □ 払込先加入者名 ⇒ 極真会館 山口県支部 

  □ 払込開始月   ⇒ 入門の翌月（月後半に手続きした場合、間に合わない可能性があります） 

  □ 払込日     ⇒ １日（再払込の設定はありません） 

  □ 払込金の種類  ⇒ 会費 ３３ に○ 

  □ ご契約者氏名  ⇒ 道場に通う人物の氏名を記入 

⑤  □ 顔写真１枚  （背景無地・上半身、裏に【山口県支部・氏名】を記入） ①に貼り付ける 

⑥  □ 入門諸経費  （入門される方で、金額が異なります） 

□ 入会金  １０，０００円 

□ 道着代  １２，３００円（道着上下 １１，８００円、帯５００円） 

□ 少年サポーター ５，５００円（拳サポーター２，１６０円、脛サポーター３，３４０円） 

□ 一般サポーター ３，３４０円（脛サポーター３，３４０円） 

□ オープンフィンガー（高校生以上の公認拳サポーター３，７８０円） 

※必要なものを注文書に確認の上記入。 

⑦  □ こちらは書類受付者が確認。 

 ②の道着サイズの記入漏れの確認。・③IKO ポータルドメイン指定の確認。 

 



 

 

入門誓約書 

 

本日、平成  年  月  日付けをもって、極真会館山口県支部に入門 

されたことを証明いたします。入門された以上、誓約書を守り空手道に精進 

して頂きますよう宜しくお願いいたします。 

 

入 門 誓 約 

１・ 毎月の道場会費は入会時に指定した郵便局の口座より毎月１日（土日・ 

  祝日は翌営業日）に引き落とされます。未入金の場合は直接請求をさせて 

頂きます。２ヵ月以上滞納された場合延滞料が発生しますのでご注意下さ 

い。また３ヶ月滞納した場合、除籍処分となり稽古への参加が出来なくな 

ります。退会を希望される場合も滞納金を支払う義務が生じます。 

 ２・ 道場稽古を欠席される場合、道場生へ伝達のお願い・事前報告・電話連 

絡などで欠席報告をすること。 

 ３・ 休会に関しては、当会館での活動における怪我の場合のみ適応となりま 

す。また長期出張等やむなき長期休会は月謝 1,080 円が発生します。 

また、長期休会（一ヶ月を超える場合）は事前に連絡をお願いします。前 

月１５日までに休会届をださない場合、通常通り徴収させて頂きます。 

 ４・ 退会される場合は、退会される前月の１５日までに支部への退会届を提 

出して下さい。遅れた場合は翌月の扱いとなります。退会届を提出をしな 

い勝手な自己退会においての返金は致しかねますのでご了承ください。 

 IKO ポータルは退会届提出時に、WEB にログインをして退会申請を出し 

してください。 

 ５・ 武道を志す者として、礼儀・作法・節度を身に付け、常に言葉使いを丁 

寧にすること。 

 ６・ 師範・指導員から再三の注意を受け、武道者としての心構え無き場合、 

   除籍・破門される場合がありますので注意すること。 

 ７・ 住所変更があった場合、IKOポータルを通じ、変更の届出を行ってくだ 

さい。また、支部への報告もお願い致します。 

以 上 

 

 

国際空手道連盟 極真会館 

山口県支部   

支部長 河岡 晶俊 



国際空手道連盟                           所属道場【     】 

極真会館 山口県支部 

支部長 河岡 晶俊         No.      

ENTRANCE PLEDGE 

入門誓約書 
 

私議、今般貴道場に入門許可されました上は貴道場の規定を遵守し、平素の生活に於いても修行

生として恥かしくない行動につとめ、絶対に道場名を傷つけるようなことは致しません。 

ここに忠実に自己の本文を守ることを誓います。 

 

I, the undersigned, upon being permitted to join your dojo, will obey the rules of your dojo, 

will endeavor to conduct myself in a manner befitting a student even in my daily life, and 

shall never do anything to bring disgrace upon the dojo. 

 I hereby swear that I shall faithfully my duty. 

 

Occupation 

職  業 

 

 

Date of Birth 

生年月日 

昭和・平成     年 

西暦    年  月  日 

Age 

年齢 

 

歳 

Height 

身 長 

 

    cm 

Weight 

体 重 

 

kg 

Special skills 

特  技 

 

 

Permanent Address 

現 住 所 

〒   －      自宅 TEL  （  ）   ・携帯 TEL  （  ） 

 

     県    市 

Motive 

入門動機 

雑誌 ・  紹 介 ・ その他 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・ ﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ 

Guardian’s Name 

保護者氏名 

未成年者の場合、保護責任者が記入      （Seal）  保護者連絡先 

                        ㊞ 

Full Name 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏   名 

              （Seal） 

 

                ㊞ 

Initiation Date 

入門年月日 

平成    年 

西暦    年 

    月  日 

持病の有無（ありの方は具体的な病名・症状を記入してください。 

  ・あり 

・なし 

入門制約証明をご確認の上、サインをお願い致します。この時点より、極真会館・山口県支部

の一員となります。誓約内容に反した場合、異議申し立ては受け付けませんのでご了承くださ

い。（本人が記入。未成年の場合は保護責任者が記入。） 

                    自筆         

 

 

胸から上の写真 

背景無地 

裏に山口県支部 

氏名を記入 



道着・サポーター注文書 

商 品 名 サイズ 価格 注文個数 小 計 

極真会館公認道着   号 11,800 円              

０-120cm/１-130cm/２-140cm/３-150cm/４-160cm/５-170cm/６-175cm/７-180cm/８-185cm 

白  帯   号 500 円              

※サイズは参考サイズ。成長に合わせお選びください。 

一撃イージーガード（脛）      3,340 円              

JS(27-33)・JM(30-36)・S(31-37)・M(33-39)・L(36-41)・XL(38-44) 

 

一撃オープンフィンガーグローブ      3,780 円              

XXS(11.0-12.0)・XS(12.0-13.5)・S(13.5-15.0)・M(15.0-16.0)・L(16.0-17.5)・XL(17.5-19.0) 

競技用リバーシブル拳ｻﾎﾟｰﾀｰ 大人用 2,160 円              

競技用リバーシブル拳ｻﾎﾟｰﾀｰ 子供用 2,160 円              

※オープンフィンガーは高校生以上。リバーシブルは中学生以下の試合の公認サポーター 

一撃ひざサポーター      2,700 円              

XS(20-25)・S(25-30)・M(30-35)・L(35-40)・XL(40-45) 

一撃リバーシブルヘッドガード      3,240 円              

S(320)・M(325)・L(360) 単位ｇ 

競技用アンダーガード（女子用） Ｍ／Ｓ 2,200 円              

インナーショートブラ      4,300 円              

S・M・L・XL 

インナーパッド      1,500 円              

S・M・L・XL 

     

     

合  計     

※消費税込価格（十の位以下切捨ております） 

上記商品の注文をお願い致します 

    道場  名前                



2015 年 09 月 21 日現在	
 

登録をする前にご確認ください。 

 

IKOポータルは、ﾊﾟｿｺﾝ・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型端末等のﾓﾊﾞｲﾙ機器からも登録できるように設計されていますが、webサイトとの通信を行

う為に通信が切断された場合など、登録が完了しない場合があります。 

       

・各入力項目が完了した時には必ず〔完了・追加しました。〕等の表示がされます。表示がないまま画面を閉じるなどの操作があった時

は正常に登録が完了していない事が考えられますので、登録の際には必ず〔完了画面〕をご確認ください。 

・通信中断が考えられる場所としては、各入力が完了し、決済手続き行う箇所〔 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ登録・振込み口座発行のボタンを押す場

所 〕決済代行会社と通信を行う操作です。 

・「登録完了」しない多くの原因として、入力中に〔システムにある戻るボタン〕以外にインターネットブラウザ上の〔矢印〕で前の画面に戻

る進むを繰り返した時など、登録が完全に終了しない場合が多くございます。 

 更に、この状況をご利用端末が記憶してしまった場合には、何回も同じ作業をしても、［同じ入力箇所で最初の入力画面に戻る］ 

という現象が起こり易くなります。 

   スマートフォン・携帯電話のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの設定について   

 

IKOポータルから配信されるメールは〔ある作業をしたり、終わったりした時〕にそのタイミングで自動配信されるものです。 

〔手動〕で送信はできません。 

・ご利用のスマートフォンの〔なりすまし設定など高レベル〕に設定されていると［＠memberregistration.net］ＩＫＯポータルからのメール

も届かない事も考えられますので、下記設定をお願いします。操作が不明な方は、「特定のアドレスからのメール受信ができるように

したい。」とショップへお尋ねください。 

・一度入力を間違い、その後、同じ画面に何度も戻るなどの現象は、ご利用端末が閲覧先を記憶している可能性があります。 

ご使用端末の［インターネット閲覧履歴削除］で問題が解消する場合があります。［閲覧履歴の削除］も各社設定が異なります。操作

が不明な方は「インターネットの閲覧履歴の削除をしたい。」とショップへお尋ねください。 

・	
 携帯会社の設定により、ＩKOﾎﾟｰﾀﾙからのﾒｰﾙが届かない場合があります。 

・ﾄﾞメイン指定受信（拒否）の設定をされている方は［＠memberregistration.net］を受信出来るように設 

 定の変更をお願いします。  

→各携帯キャリアの受信設定はこちら 

 docomo：https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/measure/domain/about/index.html 

 softbank：https://www.email.softbank.ne.jp/help/j/whiteblack.html#whitelist 

 au：http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/forestalling/mail/anti-spam/fillter/function-11/ 

・登録したアドレスがGmailやYahoo!メールなどフリーメールアドレスの場合迷惑メールフォルダに、 自動的に振り分けられている可

能性があります。設定により異なりますが、迷惑メールフォルダに振り分けられると、一週間程度で自動的にメールが削除されますの

で、期間内にご確認下さい。                                     

その他 

〔メールが届かない〕理由に〔アドレスの入力違い・記入事項用紙へのアドレス記入違い〕が多くございますので、メールアドレスのご記

入・入力の際には、お間違いないようにお願いいたします。 

                                
	
 

	
 

	
 



	
 

国際空手道連盟	
 極真会館	
 会員登録に関する重要事項	
 

	
 

1.  身分証明証の確認	
 

国際空手道連盟極真会館	
 各道場への入門	
 IKO ポータル登録には、下記の条例・法律に基づき入門者の

身分証明証（未成年者の入門には保護者の同意が必要）を確認させて頂きます。	
 

（平成 19 年 6 月 19 日	
 犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指

針について』	
 ）	
 

（平成 20 年 3 月施行の法律	
 『犯罪収益移転防止法』警察庁管轄の法律	
 ）	
 

いずれも国民生活や企業の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与する事を目的として制定されたもの

ですが、国際的な組織活動を行う極真会館としても適確に対応して行く事が必要です。社会性の維持、各種事案へ

の対応と対策強化の観点からも、入門者の身分証明証（未成年者が入門の場合には保護者同意の確認を行います。）

の確認を必須とさせて頂き「国際空手道連盟	
 会員登録に関する重要事項」に同意頂く事で、本重要事項記載以外

の対応・受付は原則的に出来ない事を御理解のうえ申込くださいますようお願い致します。	
 

※なお、個人情報保護法は、お預かりした個人の情報を保護・管理する為の法律であり、極真会館が入門希

望者の身分証明証確認を行う事とは内容の異なる法律ですので、身分証明証の提示を宜しくお願い致しま

す。	
 	
 

2.  極真会館メディカルサポート制度	
 

本制度は、極真会館会員の皆様が安心して空手活動に取り組めるよう、医療サポートや保険制度等の各種サービスを

提供するものです。また、これらの活動を通じて、会員の皆様や社会との信頼関係を築き、極真会館全体の社会的評

価の向上および永続的発展に寄与しています。	
 

本制度は、極真会館会員の全員に加入が義務付けられています。	
 

【おもなサービス内容】	
 

① 大会等における医師および医事スタッフの派遣等、各種医療サービスのご提供	
 

② 日本一般臨床医矯正研究会（JOSG）公認マウスガードの普及、道場における AED 設置の普及促進など、組織内

安全対策の強化・推進	
 

③ 大会出場選手に対するドーピング検査の実施、アンチ・ドーピングに関する正確な知識の普及など、アンチ・

ドーピング活動への積極的な取り組み	
 

④ 	
 災害補償および賠償金補償制度による会員サポート	
 

【加入手続き】	
 

後述する年会費納入方法により年会費と制度加入料金を同時に納入して頂きます。	
 

【加入料（年額）】	
 

大人（15 歳以上）･･･3.800 円	
 小人･･･2.800 円	
 

※年度期間中のご入会でも、年額をお支払いいただきます。	
 

【加入期間および更新】	
 

4 月 1 日～翌年 3 月 31 日	
 

次年度の加入料は毎年 2 月に IKO ポータルで選択して頂いた年会費納入方法で納入して頂きます。	
 

※	
 次年度以降は、所定の期日までに退会のお申出がない限り自動更新となり、翌年度の加入料を納入していた

だきます。〔詳細は 9.退会届を参照〕次年度の加入料を納入後（請求中）に退会する事由が発生しましても

請求中・お振込済の加入料の払い戻しなど出来ません。	
 	
 

 



3.	
 会員登録制度（IKO ポータルへの登録）	
 	
 	
 	
 	
 	
 

	
 (1)	
 会員登録	
 

国際空手道連盟極真会館の支部で入門手続きをとられた方は、会員登録申込（IKO ポータルへの登録）・年会費

を納入して頂く事で正式な会員として登録されます。登録後は会員としての資格・活動状況が記録されます。Ｉ

ＫＯポータルへ登録が無い場合・年会費納入が無い方は極真会館の会員として認められない為、道場生として

の稽古・昇級・昇段などの各種認定手続きや選手権大会への出場は認められません。	
 

登録完了後は、極真会館総本部・入門した支部の支部長・会員が登録された情報を共有する事になります。	
 

(2)IKO ポータル	
 

基幹システムＩＫＯポータルは、インターネット上に公開されているシステムです。	
 

	
 支部管理用(操作者は権限で管理)と道場生ログイン用(登録完了者)の 2 つのサイトで構成されています。入門時

は支部管理用で個人情報を入力し、クレジットカードで諸費用の決済をおこないます。登録完了後は道場生ログ

イン用で、会員ご本人様の登録内容を確認する事ができます。会員の登録内容は［メールアドレス・パスワード］

で保護されます。登録完了までシステムとのやりとりを電子メールでおこないます。 

(3)会員登録完了の時期  

後述する年会費納入方法により年会費納入（ｶｰﾄﾞ決済または、指定口座への振込）が完了した時点で(会員登録

完了)となります。完了時にＩＫＯポータルが(登録完了メール)を送信します。	
 

登録完了メールには［メールアドレス・会員番号］が含まれます。(8.	
 道場生ログインサイト）のログイン時

に必要になりますので、メール受信設定は必ずご確認ください。	
 

(4)登録の自動更新	
 

次年度以降、退会希望の届けが無い限り、毎年一回、カード決済または指定口座への振込により登録は継続され

ます。本会より退会確認の連絡は行いません。〔詳細は 9.退会届を参照〕	
 

(5)年会費（極真会館総本部へ納入）	
 

年会費は本来、入門時に現金でお支払い頂くものを IKO ポータルで選択された納入方法で納めて頂く事になり、

IKO ポータル登録後すぐに退会の事由が発生しても、その時点で請求対象となっている代金は納入頂き、お振込

後の代金については払い戻しされず、次年度からの請求停止となります。また、退会届の(取り消し)はシステ

ム障害誘発防止の為、受付はできません。再度、IKO ポータルへの再登録が必要となり、年会費等の諸費用も納

入頂きます。	
 

【	
 年会費・年額	
 】	
 

・	
 普通会員…１０，８００円（うち税８００円）	
 

・	
 家族割引適用者…１６，２００円（うち税１,２００円	
 同一世帯の家族に限る・同時登録）	
 

・	
 家族会員への追加…５.４００円（うち税４００円	
 既存会員に家族新規入門者追加の金額	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

2 人目追加からはメディカルサポート費のみが発生します。）	
 

※	
 家族である事の確認〔住民票写しなど確認〕をさせて頂く場合があります。	
 

※	
 年会費納入者は、支部の移籍・再入門が可能で、その際の手続き料も免除されます。また、全国支部	
 	
 	
 	
 

でビジターとして稽古に出席が可能です。（別途、ビジター料が必要となる場合があります。）	
 

	
 (6)	
 その他の費用	
 (所属支部へのお支払い)	
 

【	
 諸費用	
 】	
 

・入門料（入会費）…入門時に所属支部へ納入。（年会費とは別にお納めいただくものです。）	
 

・道場使用料（月会費）…所属支部へ毎月納入。	
 

・また、月会費として発生する時期・期間（例:何日〜何日までが１ヶ月分使用料であるか等）	
 	
 

は入門した支部が設定します。	
 



※	
 金額は各支部が設定している部分もある為に金額表記をしていません。	
 

	
 

(7)	
 年会費納入月の設定	
 	
 

年会費納入月は初年度の年会費が納入された月に設定します。	
 

例:初回年会費納入月が４月の場合、毎年同月の納入（４月に未納があり、６月に納入されても、翌年の納入

月は４月となり、６月にはなりません。）登録完了後は［	
 8.道場生ログインサイト］で（年会費請求月）

確認ができます。	
 

(8)	
 道場生ログインサイト	
 

	
 	
 	
 ＩＫＯポータルでの登録が完了すると、会員の方は［道場生用ＩＫＯポータル］へのログインが可能になりま

す。ログインする事で会員情報・支払い方法の確認と変更。請求状況・ＷＥＢ会員証の表示などができます。	
 

	
 (9)	
 会員証	
 

	
 	
 	
 	
 (8)のとおり、会員証は［道場生用ＩＫＯポータル］からログインし、お手持ちのスマートフォンなどにＷＥ

Ｂ会員証を表示する事になります。［道場生用ＩＫＯポータル］は初回の年会費が決済・納入完了後にログイ

ンが可能となりますので、登録が完了していない場合にはＷＥＢ会員証を表示させる事はできません。	
 

(10)	
 欠格事項（留意事項）	
 

○	
 国際空手道連盟極真会館は支部に入門を希望する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業	
 ・団体またはその
関係者、その他反社会的勢力に属している事が明らかな場合、その者の入門を受け付けない。（平成１９年６

月１９日、犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ『企業が反社会勢力による被害を防止するための指針について』

に基づく。以下、『暴力団等反社会的勢力』という。）	
 入門後、上記事情が判明した場合は当然に除名処分と

なる。	
 

○	
 上記事情にて除名処分を行う場合は、一度納入された（請求中の金額については引き落としとなった場合）入
門にかかわる費用・月会費・年会費などの返金は一切行わない。	
 

○	
 その他、国際空手道連盟極真会館は、会員として品位のない言動・行動などがあり、注意・勧告などにも従わ

ない者は極真会館の会員として相応しくない者と判断し、会員・道場生としての資格の抹消を行なう。又、そ

れまでに納入された費用・月会費・年会費などの返金は一切行わない。	
 

4.	
 登録方法の種類（支払い方法により登録完了のタイミングは異なります。）	
 	
 

○	
 会員追加	
 	
 	
 

新規で入門した道場生が、支部が管理しているパソコン等で道場生ご自身に操作いただく登録方法です。	
 

○	
 仮会員追加	
 	
 

入門時に支部でご記入頂いた登録事項記入書に基づき、支部が［IKO ポータル］に仮登録をおこない、その後、

入門者のパソコン等で本登録をしていただく方法です。（本登録から決済手続きを終了しないと登録は完了し	
 

ません。）	
 

	
 	
 ○	
 会員追加（家族で入門）	
 

新規で入門した道場生が、支部が管理しているパソコン等で道場生ご自身に操作いただく登録方法です。	
 

ご家族が同時に入門された時には、この操作を入門者の数だけ繰り返していただきます。	
 

	
 	
 ○	
 仮会員追加（家族で入門）	
 

入門時に支部でご記入頂いた登録事項記入書に基づき、支部が［IKO ポータル］に仮登録をおこない、その後、

入門者のパソコン等で本登録をしていただく方法です。（本登録から決済手続きを終了しないと登録は完了し	
 

ません。）登録完了後に、再度同じ操作を繰り返していただきます。	
 	
 

○	
 家族会員追加	
 	
 

	
 既に登録されている会員のご家族が新規入門した際、支部が管理するパソコン等で道場生ご自身に登録いただ



き［総本部が承認］すると登録が完了する方法です。	
 

○	
 家族の仮会員追加	
 	
 

既に登録されている会員のご家族が新規入門した際、入門時に支部でご記入頂いた登録事項記入書に基づき、

支部が［IKO ポータル］に仮登録をおこない、［総本部承認後］入門者のパソコン等で本登録をしていただく

方法です。（本登録から決済手続きを終了しないと登録は完了しません。）	
 

	
 	
 ※	
 ご家族での入門・ご家族の追加でも情報管理上、同じメールアドレスは使用できません。［それぞれの

メールアドレス］をご用意いただいております。	
 

	
 	
 ※	
 家族会員の登録には会員と会員を［ひも付け］する為の［親会員番号］を［ご家族の欄］へ入力しま

す。［親会員番号］とは、最初に登録が完了した 1 人目の会員番号の事を言います。	
 	
 

	
 	
 ※	
 家族会員追加は、既存会員の登録状況によっては、すぐに承認ができない場合もあります。	
 	
 	
 

5.	
 支払い方法・年会費納入期限	
 

	
 	
 ○	
 クレジットカード決済（登録が早く完了します。）	
 	
 

初年度は会員登録を進める中で表示される『極真会館会員カード情報入力』の画面で情報を入力して頂き、ク

レジットカード登録の完了と同時に決済が即時におこなわれます。この決済に対して、カード会社から決済者

様へご請求される時期（実際のお支払い日）については、登録されたクレジットカード会社のお支払日に準拠

します。	
 

次年度以降は、年会費納入月として設定された月の２７日を決済日とし、実際のお支払いについては登録され

たクレジットカード会社のお支払日（デビッドカードは、その請求方法）に準拠します。	
 

●	
 クレジットカードの登録が出来ない。	
 

何度もカード入力や、違うカードを登録しても何らかのメッセージが表示される方は下記の内容確認ください。	
 

・	
 入力文字を間違えた（パソコンなら Caps	
 Lock がオンになっていないか。）	
 

・	
 カード入力内容の確認（数字入力の場所にアルファベットを入力した。）など入力間違はご使用末の［閲覧履

歴削除］してから再ログインを試してください。	
 

※	
 クレジットカードの有効・無効の判定は［登録されたクレジットカード情報］により判定をおこないます。ク

レジットカードが無効と判断され登録が完了しない時など、［お手持ちのクレジットカード会社］へ直接ご連

絡いただく場合もございますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

※	
 クレジットカードが使えなくなっていた場合や、海外発行カードの為、登録ができない場合は口座振替(預金

口座から引落)を選択してください。	
 

詳細につきましては下記［口座振替］をご参照ください。	
 	
 	
 	
 

○	
 口座振替［預金口座からの引き落とし］	
 （入金完了まで登録は完了しません。）	
 

初年度は、［IKO ポータル］が発行する指定口座［バーチャル口座］へ表示された金額をお振込いただきます。

（振込手数料は会員様ご負担）システムが年会費納入完了と判断した時点で会員登録完了となります。（納入

後、ただちに登録完了にはなりません。）	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

登録時に［銀行口座引き落し用］の書類提出が必要になります。	
 

翌年以降は［提出された銀行口座］から、年会費納入月として設定された月の 27 日(27 日が金融機関休業日

の場合は翌営業日)に引き落しされます。請求の案内は［年会費・メディカルサポート］のみ楽天カードから

請求書が発送されます。	
 

	
 	
 ●	
 書類不備	
 

	
 	
 	
 	
 印鑑なし・印鑑相違・記載事項相違などの不備は支部へ返却します。訂正した書類を再度提出いただかないと

翌年からの年会費請求ができない為、年会費滞納と判定します。昇級審査・試合等への出場等が認められない

場合があります。	
 



	
 	
 	
 ●	
 年会費未納	
 

	
 	
 	
 	
 ３ヶ月請求した結果、未納状態だった場合には年会費滞納として判定される場合があります。	
 

6.	
 年会費滞納と判定する目安と注意事項	
 

●	
 支払い状況などによりクレジットカード会員資格の喪失、またはカード有効期限切れなどによる未納状態、期

限日までに振込による年会費の納入、口座からの引き落としが確認されない状態が３ヶ月継続した場合は年会

費滞納者として判定される場合があります。	
 

●	
 滞納者とし判定された場合、極真会館の登場生としての稽古・昇級・昇段などの各種認定手続きや（受審後に

判明した場合も含む。）総本部主催の選手権大会への出場が認められず、その他の会員としての資格を失効する

場合があります。	
 

●	
 滞納状態で書類の再提出などがあった場合には、未納分も加算し再請求をいたします。	
 

7.  メールアドレスとパスワード	
 

○	
 メールアドレスの変更時には、［（8.）道場生ログインサイト］へログインして変更してください。	
 	
 	
 

○	
 パスワードを忘れた場合は、［（8.）道場生ログインサイト］から再発行ができます。	
 	
 	
 

○	
 端末機種変更などの時は、［受信設定］にもご注意ください。	
 	
 	
 

8.	
 その他	
 	
 

①各支部行事（合宿・審査会など）	
 

支部で告知された各種案内については所属支部でご確認ください。	
 

②	
 各種変更届け（名前の変更・住所・支払い方法などが変更可能です。）	
 

本システム上で変更が可能な情報以外は、会員管理部にお問い合わせ下さい。	
 

③	
 休会届	
 

道場を休む間、月会費の振替を中止したい場合は所属の支部へ必ず連絡してください。また、休会の期間中で

も総本部への年会費は納入して頂きます。年会費滞納があった場合は滞納分も加算となります。	
 

④	
 ビジター（出稽古）として他支部で稽古される場合	
 

・	
 WEB 会員証・会員証およびメディカル加入証の提示が必要です。	
 

・	
 ビジターとして他支部での稽古出席を希望する場合は、事前に所属支部か出席希望支部へご連絡くださ

い。（別途、ビジター料が必要となる場合があります。）	
 

・	
 転勤・転校などによる所属支部移籍希望者は、現在通っている支部へ必ず申し出て、移籍希望の旨を明

確にお伝え下さい。	
 

・	
 移籍希望者は極真会館会員証をお持ちの場合、返却せずに携行して下さい。	
 

・	
 移籍先がすぐに決まらない場合は、会員管理部までご連絡下さい。	
 

・	
 移籍先が決定した場合は、移籍希望支部で移籍手続き行なってください。	
 

⑤	
 支部のみ退会する場合（会員登録は残す）	
 

事情により支部のみ辞めても会員登録のみ継続が可能です。（年会費は必要）この場合、再入門・移籍の際

にかかる費用は必要ありません。（月会費・年会費・メディカルサポート加入料は必要）お問い合わせは会

員管理部か所属支部へご連絡下さい。	
 

9.	
 退会届	
 

①	
 入門後すぐの退会であっても初回年会費は納めて頂きます。	
 

②	
 極真会館を退会希望の場合には、後「その他	
 申請など」にアクセスし、「退会申請」が選択されている状態

で「新規申請書起票」より申請を進めて頂く事で、所属支部に対して退会の申請を行えます。その後、支部

と会員管理部より承認されましたら、退会処理が完了となります。	
 

③	
 年会費の納入期限日より約 40 日前（例：年会費振替が毎年 3/27 の場合 2/16 まで）までの退会申請で、	
 	
 	
 	
 	
 	
 



年会費の請求を停止することが可能です。	
 

④	
 上記期日を超過し、退会申請の時点で既に請求が発生していた場合や振込済みとなっていた場合、年会費の

請求停止・返金は行いません。翌年からの年会費請求停止となります。	
 

⑤	
 退会申請の承認後、退会の取り消しは原則的に行いません。退会後の入門には再度、ＩＫＯポータルへの

登録・入門料・年会費が必要となりますので、よくご検討の上でご連絡をお願い致します。	
 

⑥	
 会費・月会費の返金は行いません。	
 

上記の休会・移籍・退会について、会員本人または会費決済者が諸手続きを行わなかった場合、納入された

年会費・月会費の返金は一切行いません。翌年・翌月からの請求中止となります。	
 

退会申請の承認により会員登録・メディカルサポートの退会処理となりますが、申請の時点で既に年会費・

メディカルサポート料が請求・振込済の場合は、翌年の請求分からの請求停止となります。	
 

⑦	
 退会届の(取り消し)はシステム障害誘発防止の為、受付はできません。再度、IKO ポータルへの再登録が	
 	
 

必要となり、年会費等の諸費用も納入頂きます。	
 

	
 

	
 

【問い合わせ先】	
 

l 会員登録（年会費）及び IKO ポータル（操作方法など）に関するお問い合わせ	
 

極真会館会員管理部	
 

TEL.03-6452-5666（土日・祝祭日を除く、月〜金午前 10 時から午後 5 時 30 分まで）	
 

l 極真メディカルサポート	
 

極真会館	
 医事委員会事務局	
 

TEL.	
 045-439-5020（水・土・日・祝祭日を除く）	
 

l 月会費・休会・移籍・審査会などに関するお問い合わせ	
 

所属支部（稽古している道場）へご確認ください。	
 

※	
 お問い合わせ内容が担当窓口でない場合、各窓口におかけ直しいただく場合もありますので予めご了承ください。	
 
個人情報の取り扱いに関する重要事項	
 

会員の取扱いについて下記の事項をご確認、ご同意の上、お申込みください。	
 

1. (個人情報の収集・保有・利用)	
 

国際空手道連盟極真会館（以下「弊会」といいます。）は、[会員登録に関する重要事項]に基づき、弊会による会

員の管理と弊会の組織活動の案内等の為、以下の情報を保護処置を講じた上で収集・利用致します。	
 

①	
 氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・パスワードなど、所定の用紙に記入または本シス

テムに入力いただいた事項および、その後申告いただいた事項	
 

②	
 本契約に関する申込日、契約日など契約内容に関する事項	
 

③	
 本契約に基づく会員の年会費・月会費・メディカルサポート加入料の納入状況	
 

2. （個人情報の利用）	
 

弊会の組織運営のため、または、組織活動のご案内等をするために、上記①②③の個人情報を利用させていただき

ます。	
 

3. （個人情報の提供・利用）	
 

会員の個人情報は下記の目的で下記の提携会社において利用させて頂きます	
 

(1)	
 年会費・月会費・メディカルサポート加入料の決済の目的	
 

〔提携会社〕株式会社デジックス	
 

〔本社住所〕〒150-0012	
 東京都渋谷区広尾 5-8-14	
 東京建物広尾ビル９F	
 



〔電話番号〕03-5421-0120	
 

4. （個人情報の開示・訂正・削除）	
 

会員は弊会および上記３．に記載した提携会社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することがで

きます。開示の結果、万一内容が不正確または誤りがあることが判明した場合には、弊会は、速やかに訂正または

削除に応じます。	
 

5. （利用・提供中止の申出）	
 

上記 2.および 3.の範囲内で弊会が会員の個人情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場

合は、それ以降の弊会での利用・他社への提供を中止する処置をとります。	
 

6. （お問い合わせ窓口）	
 

宣伝印刷物の送付や各種案内の中止の申出や、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせ・

ご相談は、下記におたずねください。	
 

〒171-0021	
 東京都豊島区西池袋 2-38-1	
 

国際空手道連盟極真会館	
 

会員管理部	
 

電話 03-6452-5666	
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